
豊岡農業改良普及センター

７月１１日に行われましたセリ市の全体の平均価格は、去勢が４４万６千円・

雌が３８万９千円でした。

普及センター調べ（税込み価格）

（本人落としも含むため、JA 公表数値とは異なります）

去勢 雌 総計
地域

頭数 DG 平均価格 頭数 DG 平均価格 頭数 平均価格

宍粟・佐用 17 0.983 430,253 11 0.875 372,273 28 407,475

篠山 6 0.930 403,725 2 0.720 285,600 8 374,194

丹波 37 0.994 437,282 30 0.907 399,525 67 420,376

朝来 8 0.871 408,319 3 0.860 312,550 11 382,200

播磨 17 0.970 412,897 23 0.799 353,485 40 378,735

美方郡 50 0.968 471,387 34 0.851 432,199 84 455,525

豊岡 16 0.933 471,909 16 0.846 381,216 32 426,563

養父 13 0.975 473,469 4 0.819 375,113 17 450,326

摂津・神戸 2 0.903 445,200 2 0.844 378,525 4 411,863

県北 C 3 0.829 330,400 1 0.577 267,750 4 314,738

市場全体 169 0.964 445,908 126 0.851 389,200 295 421,687



価格は税込み （10 頭以上の出荷があった種雄牛のみ記載）

市場平均以上の種雄牛は、福芳土井、芳山土井、丸宮土井、照美土井、照忠土井とな

りました。

北部農業技術センター提供（育種価評価は平成２4年 1 月現在）

去勢 雌 総計順

位
種雄牛

頭数 D G 平均価格 頭数 D G 平均価格 頭数 平均価格

1 福芳土井 30 1.016 469,840 21 0.898 432,200 51 454,341

2 芳山土井 45 0.973 453,437 24 0.890 401,363 69 435,324

3 丸宮土井 20 0.944 468,353 17 0.830 387,388 37 431,153

4 照美土井 5 0.936 454,440 5 0.843 395,220 10 424,830

5 照忠土井 4 0.851 432,863 8 0.858 416,588 12 422,013

- 平均・合計 168 0.964 445,706 126 0.851 389,200 294 421,489

6 菊西土井 28 0.953 426,900 29 0.852 371,338 57 398,632

7 照一土井 4 0.964 426,563 6 0.803 374,325 10 395,220

8 福広土井 7 0.988 400,650 5 0.775 320,670 12 367,325

種雄牛 枝肉重量 ﾛｰｽ芯面積 バラの厚さ 皮下脂肪厚 歩留 脂肪交雑

1 福芳土井 A+++→A++ A→Ｂ A++ D C A+→A++

2 芳山土井 A++ A++→A+ A+++→A++ D A+ A++→A+

3 丸宮土井 Ｂ→A A+ A→A++ A++ A++ A+++

4 照美土井 A A+ A C→Ｂ A A+

5 照忠土井 B A+ B A+ A++ A+

6 菊西土井 A+ A+ C B Ｂ A+

7 照一土井 C A+ C A+ A++ A++

8 福広土井 A+ A B D C A



７月市の結果
価格は税込み 普及センター調べ

７月市では、すくすく草育ちが１３頭出場しました。市場平均と比較して”すくすく

草育ち”の平均価格は、去勢が５万３千円高で、雌が３万９千円高でした。

なお、何か困ったこと（飼養管理、堆肥問題 等）、情報（子牛価格 等）や、この

資料配布でご不明な点や誤りなどありましたら、下記までお気軽にお電話ください。

豊岡農業改良普及センター 畜産担当まで （0796-26-3708）

去勢 雌 総計
地 域

頭数 D G 平均価格 頭数 D G 平均価格 頭数 平均価格

すくすく草育ち 12 0.964 499,188 1 0.851 428,400 13 493,742

市場全体との比較 － 0.000 53,481 － 0.000 39,200 － 72,253

丹 波 2 1.030 529,725 － － － 2 529,725

美方郡 3 0.977 491,400 1 0.851 428,400 4 475,650

養 父 2 0.931 492,450 － － － 2 492,450

豊 岡 5 0.942 494,340 － － － 5 494,340



「‘すくすく’と同じ飼い方をしてるけど、測尺が・・・」等の農家の意見をふまえ、今年の４月よ

り「すくすく草育ち」の取り組み方法が変わりました。

１ 測尺義務の変更

生後４ヶ月以降、月１回の体測を行う。→測尺なし

２ 発育の基準の見直し

体高は、全国和牛登録協会・正常発育曲線の２以上とする。

→体高は、全国和牛登録協会・正常発育曲線の３以上とする。

３ 子牛育成管理履歴の記帳徹底

これまでも、記帳義務がありましたが、４月以降は但馬家畜市場統一の様式で記入していただ

きます。様式は、ＪＡあるいは普及センターに確認して下さい。

４ すくすく草育ちの認定

① 所定の様式に、必要事項を記入していただき、ＪＡに提出します。この時点で、すくすく草育

ちの参加申込が完了します。

② 農家から提出のあった書類をＪＡで飼料の種類や給与量、去勢時期などを確認し、基準に沿っ

ているか確認します。

③ ②の書類をクリアーした子牛は、市場名簿ができるまでに、JA や普及センターが栄養度など

発育状況を確認し、すくすく草育ちの認定合否をします。

以上の条件が、すべてクリアーすれば、従来どおり子牛名簿にすくすくのマークが表示され、

子牛市場当日、認定額賞が渡されます。

子牛管理履歴の様式


